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 2021 年 4 月より、住宅を設計する建築士は省エネルギー性能を建築主に説明することが

義務化されます。国が進める省エネ施策の一環です。建築物省エネルギー法は建物の断熱性

能についての基準を定め冬に暖房設備を効率的に使う建物を推奨しています。 

断熱性を高めれば夏の冷房も有利になりそうに思えますが、沖縄では異なる考え方があり

ます。そもそも、建物が熱を受けとめないようにすること、これを遮熱と言い、断熱とは異

なります。たとえば、壁の外側に花ブロックを配置して日射を遮れば、壁の温度上昇を防げ

ますから断熱に頼る必要はなくなります。この考え方は現時点の省エネ基準では評価されて

いません。沖縄の建築設計者からは省エネ基準の一律の適用に疑問の声が上がっています。 

 幸い国は、省エネ基準の適用の例外として「地域の気候風土に適応した住宅」という別の

基準の可能性を認めています。沖縄の建築設計関係団体（沖縄県建築士会、日本建築家協会

沖縄支部、沖縄県建築士事務所協会）は連絡会議をつくり、沖縄の気候風土適応住宅の考え

方を検討してきました。沖縄県は所管官庁として気候風土適応住宅の基準づくりの重要性を

理解しており、琉球大学の私達は理念と制度のあり方の取りまとめに取り組んでいます。民

間の建築設計者、行政機関、大学の研究者の連携によって地方独自の住宅のあり方を探求、

推進しようとしています。 

 沖縄の気候風土適応住宅の基準は、遮熱、通風、緑化などにより建物の内と外の環境がゆ

るやかにつながりながらも、過ごしやすい内外の環境をつくるものであり、緩衝領域という

考え方に立つものです。「外皮」の断熱で内外を隔てる省エネ基準とは対照的な建物づくり

の理念です。 

 気候風土適応住宅の沖縄県基準が定められれば、日本一律の制度運用に対して一石を投じ

るものになります。 

図版１ 省エネ基準と沖縄の気候風土適応住宅の環境形成理念 
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図版２ 沖縄の気候風土適応住宅の技術としての遮熱の例 
 

 


